
条
例
の
制
定

　
「
矢
巾
町
犯
罪
被
害
者
等
支
援

条
例
」
を
制
定
す
る
議
案
が
可
決

さ
れ
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら

施
行
と
な
り
ま
す
。

主
な
質
疑

　
　
　
被
害
に
遭
わ
れ
た
方
へ
の

支
援
体
制
の
整
備
は
。
ま
た
、
施

行
後
の
評
価
・
検
証
は
。

　
　
　

福
祉
課
や
総
務
課
が
主
と

な
り
全
課
で
対
応
す
る
ほ
か
、
県

犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど

の
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
り
支

援
に
あ
た
る
。

　

ま
た
、
紫
波
警
察
署
と
毎
月
勉

強
会
を
行
い
な
が
ら
、
評
価
・
検

証
を
進
め
て
い
く
方
針
。　

賛
成
討
論

�

横 

澤 

駿 

一 

議
員

　

児
童
生
徒
へ
の
支
援
が
条
項
で

し
っ
か
り
と
定
め
ら
れ
た
こ
と
は

意
義
深
く
、
現
場
を
意
識
し
た
設

計
に
な
っ
て
い
る
点
を
評
価
す
る
。

　

本
条
例
が
犯
罪
の
な
い
ま
ち
づ

く
り
の
土
台
と
な
り
、
町
民
の
安

全
安
心
な
生
活
に
寄
与
す
る
条
例

に
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

条
例
の
一
部
改
正

手
数
料
の
改
定

　

令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
矢
巾

町
手
数
料
条
例
な
ど
で
定
め
る
手

数
料
の
額
が
変
わ
り
ま
す
。

　

窓
口
で
の
住
民
票
の
写
し
や
印

鑑
登
録
証
の
交
付
な
ど
、
21
件
の

手
数
料
と
督
促
手
数
料
が
、
一
律

１
０
０
円
の
増
額
と
な
り
ま
す
。

施
設
運
用
の
変
更

　

通
称
「
や
ま
ゆ
り
ハ
ウ
ス
」
と

し
て
運
営
し
て
い
た
高
齢
者
活
動

セ
ン
タ
ー
は
、
矢
巾
町
国
民
保
養

セ
ン
タ
ー
に
集
約
化
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
屋
外
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場

は
利
用
者
の
激
減
な
ど
に
よ
り
廃

止
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
屋
内
ゲ
ー

ト
ボ
ー
ル
場
は
、
今
ま
で
ど
お
り

運
営
さ
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
町
営
キ
ャ
ン
プ
場
の

使
用
時
間
を
条
例
に
明
記
し
、
宿

泊
利
用
は
正
午
か
ら
翌
日
の
午
前

10
時
ま
で
、
日
帰
り
利
用
は
午
前

10
時
か
ら
午
後
６
時
ま
で
と
な
り

ま
す
。

　

い
ず
れ
も
令
和
８
年
４
月
１
日

か
ら
の
施
行
と
な
り
ま
す
。

指
定
管
理
者
の
指
定

人
事
案
件

教
育
委
員

　

任
期
４
年
間

�

和わ

く

い
久
井　

育い
く　

子こ　

さ
ん

�

（
新
任
・
南
矢
幅
３
区
）

補
正
予
算

主
な
歳
入

▽
個
人
町
民
税

�

７
，３
４
４
万
円

▽
固
定
資
産
税

�

１
億
９
５
２
万
６
千
円

▽�
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育

給
付
交
付
金
（
国
庫
負
担
金
）

�
１
億
６
，３
５
９
万
８
千
円

▽
デ
ジ
タ
ル
基
盤
改
革
支
援
補
助

　

金
（
国
庫
負
担
金
）

�

１
億
３
，６
０
７
万
１
千
円

主
な
歳
出

▼�

障
が
い
者
支
援
事
業
介
護
給
付

費
・
訓
練
等
給
付
費

�

１
億
２
，０
０
０
万
円

▼�

保
育
委
託
事
業
町
外
保
育
園
運

営
業
務
委
託
料

�

１
，１
６
１
万
７
千
円

▼
認
定
こ
ど
も
園
施
設
型
給
付
費

�

２
億
２
，４
６
１
万
４
千
円

主
な
質
疑

　
　
　
個
人
町
民
税
増
の
要
因
は

何
だ
と
認
識
し
て
い
る
か
。

　
　
　

当
初
少
な
く
見
積
も
っ
て

い
た
額
を
上
回
っ
た
こ
と
や
、
納

税
義
務
者
が
増
え
た
こ
と
、
今
ま

で
非
課
税
だ
っ
た
方
の
所
得
が
増

加
し
た
こ
と
に
よ
り
課
税
さ
れ
た

こ
と
な
ど
が
要
因
と
捉
え
て
い
る
。

　
　
　
認
定
こ
ど
も
園
施
設
型
給

付
費
は
新
設
の
施
設
へ
の
給
付
か
。

　
　
　

保
育
士
の
処
遇
改
善
に
伴

う
給
付
費
で
あ
り
、
現
在
運
営
さ

れ
て
い
る
園
へ
の
給
付
と
な
る
。

質
問

回
答

質
問

回
答

質
問

回
答

犯罪被害者等支援条例を制定犯罪被害者等支援条例を制定
～令和８年４月１日から施行されます～～令和８年４月１日から施行されます～
12月２日から11日までに開催された12月会議では、条例制定および一部改正、指定管理者

の指定や補正予算などを慎重に審議し、すべて原案のとおり可決しました。

管理施設 指定管理者 年数
矢巾町
活動交流
センター

矢幅駅前開発
株式会社 ５年

矢巾町
農村環境改善
センター

株式会社
寿広 ３年

矢巾町
都市公園

協同組合盛岡
卸センター ３年
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各 議 案 の 採 決 状 況

議案番号

議員名

提出議案

髙
　
橋
　
　
　
恵

髙
　
橋
　
敬
　
太

横
　
澤
　
駿
　
一

サ
サ
キ 

マ
サ
ヒ
ロ

吉
　
田
　
喜
　
博

藤
　
原
　
信
　
悦

齊
　
藤
　
勝
　
浩

小
　
川
　
文
　
子

木
　
村
　
　
　
豊

小
笠
原
　
佳
　
子

山
　
本
　
好
　
章

高
　
橋
　
安
　
子

水
　
本
　
淳
　
一

村
　
松
　
信
　
一

昆
　
　
　
秀
　
一

赤
　
丸
　
秀
　
雄

谷
　
上
　
知
　
子

採
　
決
　
結
　
果

令和７年定例会10月会議（令和７年10月８日）

議案第69号 矢巾町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定
める条例の一部改正 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ 可

議案第70号 令和７年度矢巾町一般会計補正予算（第５号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ 可

発議案第８号 南昌みらい高校新体育館の早期建設に向けて岩手県教育委員会と
矢巾町が協議を進め、合意形成することを求める意見書の提出 ○ ○ ○ ● ○ ○ 欠 ● ● ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ 可

令和７年定例会11月会議（令和７年11月４日）

議案第71号 町道中村６号線道路改良工事請負契約の締結 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

議案第72号 令和７年度矢巾町一般会計補正予算（第６号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

議案第73号 令和７年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第３号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

令和７年定例会12月会議（令和7年12月２日～11日）

議案第74号 矢巾町犯罪被害者等支援条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

議案第75号 矢巾町手数料条例等の一部改正 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

議案第76号 矢巾町国民保養センター設置条例の一部改正 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

議案第77号 矢巾町営キャンプ場の設置及び管理に関する条例の一部改正 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

議案第78号 指定管理者の指定（矢巾町活動交流センター） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

議案第79号 指定管理者の指定（矢巾町農村環境改善センター） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

議案第80号 指定管理者の指定（矢巾町都市公園） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

議案第81号 令和７年度矢巾町一般会計補正予算（第７号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

議案第82号 令和７年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

議案第83号 令和７年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

議案第84号 令和７年度矢巾町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

議案第85号 令和７年度矢巾町水道事業会計補正予算（第３号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

議案第86号 教育委員会の委員の任命 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 同
意

議案第87号 矢巾町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定め
る条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

議案第88号 矢巾町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部改正 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

議案第89号 町道矢次線道路改良その５工事請負契約の変更 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可

○＝原案に賛成　　●＝原案に反対　　欠＝欠席　　可＝可決　　否＝否決　　退＝退席� 注：廣田清実議長は採決に加わらない。
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